
 

調整看護師は時間給のアルバイトで雇うか、非常勤で中期的に雇用するか、医療機関の

リスクマネージャー等を活用するか等は、地域の実情に即した方法で行う。 

なお、調整看護師は当該モデル事業において重要な役割を担うこととなるため、十分な  

研修等が必要である。 

③ 臨床評価医（臨床立会医の兼任も可）。 

  臨床評価医は、関係診療科を専門とする医師とし、調整看護師との連携を図り、臨床面 

での調査に当たる。 

ⅱ）業務手順 

① 調査受付窓口にて、医療機関からの依頼電話を受け付ける。受付時間は、各モデル地域 

においてあらかじめ決め、周知した時間内とする。 

② 当該モデル事業の対象とする事案については、取扱規定の内容についての同意を踏まえ

た依頼書、患者遺族の同意書、事案報告書、調査分析に必要な資料等の速やかな提出

を求める。複数の医療機関にわたって医療行為が行われており、それぞれ調査が必要 

な場合は、主たる依頼医療機関から関係する他の医療機関の依頼を得る。 

③ 当該モデル事業の対象とならない事案については、その旨を依頼医療機関に文書にて連 

絡する。 

④ 臨床評価医、調整看護師が医療機関において診療録、画像などの確保と調査や聞き取り 

等、原因究明及び診療行為との関連の評価等に必要な事項について、臨床面からの調査 

を行う。 

⑤ なお、警察との連携を図るため、総合調整医と警察との間で、あらかじめ、相互の連絡 

先、異状死の届出先など、当該モデル事業を開始するために必要な事項について協議す 

るとともに、平素から緊密な連絡体制を確立しておくことが重要である。 

 

ⅲ）業務内容 

① 総合調整医 

・ 調査分析依頼に関し、依頼医療機関からの情報等に基づき、あらかじめ取りまとめ

た「取扱規定」等を踏まえて、受諾の可否について判断を行う。 

・ 患者遺族及び依頼医療機関との連絡調整、相談を行う。 

・ 関係診療科臨床評価医との連絡調整を行う。 

・ 異状死の届出対象となる事案については、直ちに警察に届け出るよう医療機関へ助

言する。 

② 調整看護師 

・ 窓口業務を行う（医療機関からの依頼電話の受付、モデル事業申請書の受付、取扱

規定の内容について医療機関の同意を得る）。 

・ 必要に応じ、患者遺族、依頼医療機関に対し当該モデル事業について説明を行い、

問い合わせに対応する。 

・ 患者遺族及び依頼医療機関との連絡調整、相談を行う。 

・ 総合調整医（ないし法医又は病理医）へ連絡し、受諾の可否について判断を仰ぐ。 

・ 受諾可否について依頼医療機関に連絡し、医療機関依頼書、患者遺族同意書、事案

報告書、調査分析に必要な書類等の提出を求める。 

・ 臨床評価医との連絡調整を行う。 
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